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研究要旨 

茨城県では 2015 年 9 月の関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊、常総市水害が発

生した。 

水害時に病院機能維持と地域医療維持のためには地震対応向け以外の病院 BCP の整

備と地域医療継続計画が必要となる。水防法の改定内容を参考に水害時の病院 BCP を検

討した。 

 水害時の緊急の病院避難は個々の病院 BCP では対応ができないため地域医療継続計

画を策定し水害時の病院避難を調整することを提案する。 

 

Ａ．研究目的  

水害に対する病院 BCP と水害時の病院避難

の調整についての地域医療継続計画を提案

する。 

 

Ｂ．研究方法 

平成 27年 9 月関東・東北豪雨での常総市水

害で病院避難となった病院の事例を調査す

る。水防法の改正による医療施設の避難確

保計画の作成、避難訓練の実施を参考に水

害に対する病院 BCP の作成を検討する。病

院避難における地域医療継続計画のあるべ

き姿について検討する。 

 

Ｃ．研究結果 

 水害時の病院 BCP の作成に当たり、平成

29 年 6 月の水防法の改定、医療施設等（病

院、診療所、助産所、介護老人保健施設等）

に係る避難確保計画作成の手引き（洪水・

内水・高潮編）を参考にした。  

水防法の改定のポイントは浸水想定区域の

要配慮者利用施設の管理者等による避難確

保計画の作成、避難訓練の実施が義務とな

ったことである。洪水浸水想定区域とは河

川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

であり、河川等管理である国または都道府

県が指定していて、インターネット等で確

認できる。 

 

水害時の病院 BCP の作成（案） 

１． 洪水浸水想定区域内の病院 

 地域の洪水ハザードマップで、病院が洪

水浸水想定区域にあるかを確認し、浸水の

深さの予測を行う。 

２．設備・資機材 

浸水を防ぐ設備  

 水害による停電、断水、燃料途絶対応 

水害時に使用可能な電子診療録、インター

ネット、外部との通信方法の確立 

水害時に使用可能な食糧、飲料水、医療資

機材の備蓄、生活水の確保 



３．診療場所、避難場所 

 病院が浸水の恐れがあるとき及び浸水し

たときに入院患者の診療継続を行う場所 

病院の利用者、職員が避難する場所および

避難経路を確保する。 

 浸水の深さが 1 階までならば 2 階以上に

避難、2階のない施設や 2階まで浸水する恐

れのある場合は近隣の避難施設に移動や安

全な高所に避難を行う。 

４．組織、人材 

 自衛水防組織を編成する。 

統括管理者、情報収集要員、避難誘導要員

を定め、統括・情報班及び避難誘導班を置

き、洪水時等における避難行動を行う。 

５．応急体制 

・水害対策本部の設置 

・自衛水防組織の活動 

・院内の被災状況調査 

・地域の水害情報収集 

・EMIS 入力 

・水害時の院内、院外への避難誘導 

・地域の関連施設との連携 

６．訓練 

 上記内容の訓練を定期的に行い、病院 BCP

の改善を行っていく。 

 

水害時の応急体制 

 水害時の病院 BCP における応急体制は注

意体制（洪水注意報）、警戒体制（洪水警報）、

非常体制（避難勧告、避難指示）に応じて

自衛水防組織の活動を行う。 

 水害による被害予測に応じて外来診療の

継続や入院患者の診療の継続に関して判断

を行う。水害が発生するおそれがある場合

は外来診療の中止や病院利用者の避難を検

討する。 

 入院患者の避難が必要であっても避難に

伴う危険が高い場合は、屋内安全確保や近

隣の安全な場所への避難を行うことを検討

する。 

 階上への避難または近隣の安全な場所へ

の移動した後に入院患者の診療継続が行え

るように準備、計画を行う。 

 病院が浸水孤立した場合に入院患者、病

院利用者、職員の安全を確保し、待機的に

避難を行う準備、計画を作成する。 

 

水害時の病院避難計画（案） 

 病院が浸水孤立した場合の入院患者の避

難（病院避難）は消防、自衛隊等による水

路、空路搬送や DMAT などの災害医療チーム

が必要となる。 

 県庁の災害対策本部、災害医療調整本部

と地域の災害医療調整本部が連携して水害

時の病院避難を安全かつ円滑に行う計画が

必要である。 

 

水害時の地域医療継続計画（案） 

 地域の病院がそれぞれに水害時の BCP を

持ち、地域で教育、研修、合同訓練を行う

ことが望ましい。 

 地域の保健所、災害拠点病院、災害医療

チーム、病院、医院、医師会、市役所、消

防、警察、地域災害医療コーディネーター

等で水害時の地域医療継続計画を策定する。 

洪水浸水想定区域以外の施設（保健所、災

害拠点病院等）に地域災害医療調整本部を

設置し、地域の被災状況、水害情報を共有

し、地域の医療継続、要配慮者利用施設の

支援、病院避難の調整を行う。 

 

Ｄ．考察  

 常総市水害で浸水孤立した２病院は洪水

浸水想定区域内にあったが、当時洪水浸水

を想定した避難確保計画はなかった。 

水防法の改正により浸水想定区域内の病院



は洪水時などの避難確保計画の作成・避難

訓練の実施が義務化された。今回の研究で

関東・東北豪雨による常総市水害の経験か

ら水害時の病院 BCP と水防法の避難確保計

画を組み合わせることを提案した。 

 また河川氾濫だけでなく、内水、高潮に

よる水害も想定する必要があり、多くの病

院は水害時の BCP と避難計画を作成する必

要がある。 

今後は地震、水害時に対応する地域医療継

続計画を策定し、地震、水害想定の訓練を

行い、医療施設の支援、病院避難の調整を

行うべきである。 

 

Ｅ．結論 

 洪水浸水想定区域内の病院は浸水予想を

行い、水害時の病院 BCP と水防法に基づく

避難確保計画を作成し避難訓練を行う。 

地域医療継続計画を策定し、水害時の医療

施設の支援、病院避難の調整を行う。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 
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1.  論文発表 

１）常総市水害における災害拠点病医の役
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